
アグリビジネス創出産学官連携
シンポジウムのご案内

　農林水産・食品産業分野の産学官の連携

を推進するために、農林水産省を中心にさ

まざまな取組みが行われておりますが、こ

のたび、競争的資金の紹介や大学・独法の

技術成果の発表、民間企業・研究機関との

交流などを内容とした全国６ヶ所で「アグ

リビジネス創出産学官連携シンポジウム」

が下記の通り開催されますので、会員の皆

様も奮ってご参加下さい。

記

●北海道　　11月29日（月）
　　　　　　札幌市（ホテル日航札幌）

●東　北　　11月１日（月）＝終了＝
●東　海　　12月７日（火）
　　　　　　名古屋市（名古屋国際会議場）

●近　畿　　12月２日（木）
　　　　　　大阪市（グランキューブ大阪）

●中国四国　　12月９日（木）
　　　　　　岡山市（テクノサポート岡山）

●九　州　　11月26日（金）
　　　　　　福岡市（福岡県中小企業振興

　　　　　センター）

　

［お問い合わせ先］

ご関心のある方は当協会や地域バイオテクノ

ロジー懇談会、地方農政局、または農林水産

省技術会議事務局先端産業技術研究課企画班

（TEL03-3502-3919）までお問い合わせ下さい。

当協会ＨＰの更新について

　当協会では、会員の皆様等へのお知らせ

をホームページに随時掲載しております。

（ＵＲＬ：http://www.hojin.or.jp/）

　また、会員の皆様からのご意見等もお受

けしておりますので、よろしくお願いいた

します。

　　　　　　

森税務会計事務所  所長
全国農業経営コンサルタント協議会  専務理事・事務局長

税理士・行政書士

森  剛一

流動負債の表示

■買掛金・未払金・未払費用

 企業の主目的である営業取引により発生した金
銭債務を「買掛金」とし、未払金と区別して表示

します。一方、固定資産の購入等、企業の主目的

以外の取引によって発生した金銭債務で１年以内

に入金又は支払の期限が到来するものは「未払金」

として流動負債の部に、１年をこえて到来するも

のは「長期未払金」として固定負債の部に記載さ

れます。買掛金と未払金とを区別して計上するこ

とにより、仕入債務回転日数を計算することがで

きます。

   　　

　生産する品目や肥料や飼料などの原価構造が一

定で仕入先へのサイト（仕入等の発生から決済ま

での期間）も変わらない場合、この仕入債務回転

日数は毎期ほぼ同程度の水準になるはずです。こ

のため、この水準が急激に減少した場合には、仕

入の計上漏れのことが多く、経営成績を良く見せ

るために「粉飾決算」した疑いがもたれます。

　また、一定の契約に従って継続して提供を受け

る役務に対する対価で支払いの終わっていないも

のを「未払費用」として未払金と区別します。未

払費用についても買掛金と同様、毎期の水準がほ

ぼ一定であるのが特徴で、この点が未払金と異な

ります。

　なお、法人税、住民税及び事業税の未払金は「未

払法人税等」、消費税及び地方消費税の未払金は

「未払消費税等」として未払金と区別して表示し

ます。

■賞与引当金と賞与の未払金計上

　引当金のうち、通常１年以内に使用される見込

のものは流動負債に属します。流動負債の部に属

する引当金として賞与引当金がありましたが、法

人税法の改正により損金算入されなくなりました。

賞与引当金は繰入限度額を段階的に縮減する経過

措置が終わり、平成15年4月1日以後に開始する
事業年度から全廃されました。ただし、賞与につ

いて①期末までに各人別の支給額を支給対象の全

使用人に対して通知し、②通知のとおりに翌期首

から１月以内に支払った場合、期末に賞与を未払

金に計上して損金算入することができます。

　賞与の未払金と同様に、期末において未払計上

して損金算入することができるものとしては、表

のとおりです。

■役員に対する借入金や未払金

　役員に対する借入金を短期借入金に含めて計上

したり、法人設立の際に役員となった個人事業主

から引き継いだ資産に対する対価を未払金に計上

したりする場合が多く見受けられます。しかしな

がら、役員に対する金銭債務は、「ある時払いの

催促なし」であることが多く、通常は返済期限も

利払いもないため、自己資本に近い性格を持つも

のです。とはいっても制度上は資本として扱うこ

とができないため、「役員長期借入金」としてそ

の他の借入金とは区別して固定負債の部に表示し

てください。役員長期借入金を資本とみなして計

算した経営指標を用いて経営分析を行うことも有

用です。
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表．決算整理で計上できる未払金

　仕入債務回転日数（日）

＝ ×365
商品仕入高 ＋ 肥料費等の原材料仕入高
仕入債務（支払手形＋買掛金）

　自己資本 ＋ 役員長期借入金 
総資本

項目 計上金額 適用要件等 根拠条文
・通達

賞与 期末から１月
以内の支給額

すべての受
給者に各人
別に通知

法人税法施
行令第134
条の2

消費税 確定申告によ
る納付額（中
間申告分は控
除）

税込み経理
方式による
場合

消費税法個
別通達
平元直法2-
1

労働保険料 （雇用保険料
の預り金÷従
業員負担分料
率）×（労災
保険率＋事業
主負担雇用保
険料）

雇用保険料
の立替金が
マイナスに
なって預り
金に振り替
えた場合	

固定資産税 納付税額 納期開始日
の属する事
業年度で損
金経理

法人税基本
通達9-5-1

× 100＝
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